
「Myじんけん宣言」とは、企業、団体及び個人が、人権を尊重する行動をとることを

宣言することによって、誰もが人権を尊重し合う社会の実現を目指す取組です。

企業が人権尊重に取り組む必要性・意義

企業活動のグローバル化が進み、環境問題や人権問題が発

生する中、投資家・消費者等から、企業が人権尊重に真剣

に取り組むことが求められています。また、国内外の取引

先企業から、人権尊重の取組を求められる機会も増加して

います。

企業が人権尊重に取り組むことの結果として、持続可能な

経済・社会の実現に寄与するとともに、社会からの信用の

維持・獲得や、企業価値・競争力の維持・向上につなげる

ことができます。

企業・団体が行う「Myじんけん宣言」

企業・団体のトップや幹部の方が、人権に関する取組を行

うとの決意を示すことによって、企業・団体の人権に関す

る取組を促すものです。「人権」は、誰にとっても身近で

大切なものです。「人権」を難しく考えずに、「Ｍｙじん

けん宣言」をして、誰もが人権を尊重し合う社会を、一緒

に実現していきましょう。

「Myじんけん宣言」の活用

「Ｍｙじんけん宣言」をすることで、人権尊重に取り組ん

でいる企業であることを内外に表明することができます。

また、人権尊重の取組を進める際には、まず人権方針を策

定し人権尊重責任を果たすというコミットメント（約束）

を表明する必要があるとされており、「Ｍｙじんけん宣

言」は人権尊重の取組を進めるための第一歩としても活用

できます。

「Myじんけん宣言」の内容

宣言の内容は自由です。世界人権宣言や「ビジネスと人

権」に関する国内行動計画を参考に宣言を投稿してくださ

い。

世界人権宣言 「ビジネスと人権」に
関する国内行動計画

「Myじんけん宣言」をするには

入力フォームに必要事項を入力して送信することで、宣言

できます。

「Myじんけん宣言」ついて詳しく知りたいときは

「Myじんけん宣言」特設サイトから「Myじんけん宣言」

を行った企業・団体や「Myじんけん宣言」について詳細

をご覧いただけます。

〒500-8729 岐阜市金竜町5丁目13番地岐阜合同庁舎内

岐阜地方法務局人権擁護課

岐阜県人権擁護委員連合会

電話 058-245-3181
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「Myじんけん宣言」の例
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